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建築関係訴訟の運営について

I. はじめに

民事訴訟制度に対する国民の期待に応える

ためには，充実した審理を合理的な期間内に

行うことが不可欠である。審理の充実と促進

は我が国の民事訴訟のかねてからの懸案事項

であったが，平成 10年施行の民事訴訟法の

下で争点中心型の審理が定着するに従って，

審理期間は大きく短縮してきた。平成 18年
に既済となった地裁民事第 1審訴訟事件の平

均審理期間は 7.8月であり 1)，制度の違い等

により単純な比較はできないものの，欧米諸

国の中で最も民事訴訟の迅速化が進んでいる

といわれているドイツの地裁（Landgericht）
で 2004年（平成 16年）に既済となった民事

第 1 審訴訟事件の平均審理期間が 7.2月であ

るのと比べても遜色のない状況となってい

る 2)。

このように，平均してみると我が国の民事

第 1審訴訟事件の審理は相当迅速化してきて

いるが，他方で，公害や薬害等の大規模訴訟

や審理・判断に法律以外の専門的知見を要

する訴訟のように，いまだ長期化しがちな事

件類型がある。建築関係訴訟（建物の建築を

めぐる民事訴訟）は，医療関係訴訟や知的財

産権訴訟と並んで専門的知見を要する訴訟の

典型例であり，長期化しがちな事件類型とい

えるものである 3)。すなわち，建築関係訴訟

は，建築業者や設計者等から注文者等に対し

て請負代金等の請求をしたり，注文者等から

建築業者や設計者等に対して瑕疵や納期の遅

れを理由として損害賠償を請求したりする事

案が一般的であるが，そのうち，特に建物の

瑕疵の存否が問題となる事案においては，審

理・判断に建築や土木の専門的知見が必要と

なる。平成 18年に全国の地裁で既済となっ

た瑕疵の主張のある建築関係訴訟の平均審理

期間は 22.4月であり，全事件の平均（7.8月）

の約 2.9倍となっている。また，瑕疵の主張

のある建築関係訴訟のうち審理期間が 2 年

を超えているものの割合は 31.4％に及んでお

り 4)，裁判の迅速化に関する法律 2 条 1 項が

「裁判の迅速化は，第 1 審の訴訟手続につい

ては 2年以内のできるだけ短い期間内にこれ

を終局させ，…」と定めている趣旨に照らし

ても，問題があるといわざるを得ない。

長期化しがちな事件類型の多くは合議事件

として扱われているが（裁判所法 26条 2項 1
号参照），建築関係訴訟については，多くの

場合，第 1審では裁判官一人による単独事件

として扱われており，瑕疵の主張のある建築

関係訴訟は，単独事件の中では最も長期化し

がちな類型といえる。現に，筆者が平成12年4
月に仙台地裁に赴任した際に前任者から引き

継いで担当することになった単独事件の中で

最も古いものは建築関係訴訟であり，係属期

間の長い順に上位 5件をみるとそのうち 3件

1) 最高裁判所事務総局『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 平成 19年 7月』最高裁判所（2007）16頁。

2) 最高裁判所事務総局・前掲注 1)213頁。我が国の民事訴訟はドイツと比べて判決に対する上訴率が低いこと

も特徴としており（岡崎克彦「ドイツにおける民事訴訟の迅速性とそれを支えるもの」最高裁判所判例調査会編『海

外司法ジャーナル』4巻（1998）126頁，142頁），上訴審まで含めた終局的な解決に至るまでの平均審理期間はドイ

ツよりも短いといえるかもしれない。

3) 司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書」（2001）でも，専門的知見を要する事件への対応強化は，

民事司法制度の改革の一つの柱とされており，その方策として挙げられていた専門委員制度の創設，鑑定制度の改

善はその後の民事訴訟法改正（平成 15 年改正）に結実し，裁判所における集中部（建築関係訴訟を集中的に取り扱

う部）の拡充は東京・大阪など 4か所の大規模な地裁で実現している。

4) 以上のデータにつき，最高裁判所事務総局・前掲注 1)54頁。なお，平成 16年 4月から 12月までに既済となっ

た瑕疵の主張のある建築関係訴訟の平均審理期間は 24.2 月であった（最高裁判所事務総局『裁判の迅速化に係る検

証に関する報告書 平成 17 年 7月』最高裁判所（2005）85頁）。それ以前の全国的なデータはないが，東京地裁の平

成 11 年 3月から 12 月までのサンプル調査では 31.5 月（東京地方裁判所建築瑕疵紛争検討委員会・プラクティス第

1委員会「東京地方裁判所における建築瑕疵紛争事件の審理の実情と運営について」判時 1710号 12頁，14頁（2001）），
大阪地裁の平成 11年 5月から 12 年 3月までのサンプル調査では 30月（田中敦ほか「建築関係訴訟の審理の在り方

について」判タ 1029号 4頁，6頁（2000））とされていたことからすると，最近の法改正，集中部の創設や訴訟運

営の改善が迅速化に結びついていることがうかがわれる。
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がこの種の訴訟であった。そのため，建築関

係訴訟を合理的な期間内に終局させること

は，単独事件において長期未済事件を生み出

さないための要諦といえるものである。

筆者は，平成 12年 4 月から平成 15年 3 月

まで仙台地裁に勤務していた当時，建築関係

訴訟について，審理の質を落とさないように

留意しながら迅速化を図り，当事者の満足度

を上げていく必要があると考え，そのため

の訴訟運営の在り方に関して試行錯誤を重ね

た。本稿では，やや古い話には属するが，筆

者が当時行っていた運用のエッセンスを紹介

することとする 5) 6)。

II. 建築関係訴訟の 
長期化の要因と対策

1　長期化の要因

建築関係訴訟においても，当事者本人は一

般に迅速な審理を望んでいると考えられる。

瑕疵による損害賠償請求をする注文主にとっ

てみれば，審理の係属中に瑕疵の修補をする

ことは証拠保全の観点や資金繰りの観点から

実際上容易ではなく，欠陥の疑いのある建物

を使用し続けることは耐えられないことであ

ろう。また，請負代金請求をする請負人にとっ

てみれば，多額の請負代金が未回収のままに

なっていることが経営上望ましくないことは

明らかである。

ところが，現実には前記のとおり審理の長

期化が顕著なものとなっている。建築関係訴

訟の長期化の要因としては，以下の点を挙げ

ることができる。

(1) 専門的知見の不足

建築関係訴訟の訴訟代理人となる弁護士や

裁判官の多くは，建築関係訴訟の審理に必要

な建築・土木の専門的知見に通じていないた

め，争点及び証拠の整理に時間を要し，また，

争点に対する判断の見通しが立たないことか

ら，争点整理の期間が長くなりがちであり，

早期の和解による解決も困難である。最近で

は，注文主側の訴訟代理人が専門家の意見書

をベースにして瑕疵の主張を構成してくるこ

とも多くなってきており 7)，もともと専門家

である請負人側との間で専門的知見をめぐる

応酬が繰り広げられる事例もあるが，特にこ

のような事案では，裁判官が審理の中で中立

かつ公正な専門的知見をいかに獲得していく

かが課題となる。

(2) 瑕疵等の争点が多数

瑕疵の主張のある建築関係訴訟では，注文

者側の主張する瑕疵の数がしばしば極めて多

数に及ぶ。例えば，筆者が仙台地裁で担当し

た単独事件の中には瑕疵の個数が 164か所の

事例（別紙 1「建築調停事件一覧表」の 4 番

の事件）や 110か所の事例があったし，合議

事件の中には 331か所に及ぶものもあった。

争点整理の中では，このように多数の瑕疵の

内容を特定し，瑕疵となる根拠や修補に要す

る費用等について一つ一つ証拠に基づいて整

理していく必要がある。このほか，当初の契

約で合意された本工事とは別の追加変更工事

が多数行われる事例も多く，このような事案

5) 本稿で紹介する訴訟運営は，仙台地裁において私の単独係を担当していた早坂繁雄書記官，小高祐二書記官

（以上，平成 12 年度，13 年度），青木まどか書記官，大石豪三郎書記官（以上，平成 14 年度）と協議する中で形成

されたものであり，具体的な方策の中には書記官のアイディアに由来するものも数多くある。なお，筆者が仙台地

裁で勤務した時期は判事補 7年目から 9年目までに当たっており，初めて民事単独事件を担当した時期である。当

時の担当事件数は，未済事件（手持ち事件）が 200 件強，1か月の新受事件が平均 30 件強であり，新受事件に占め

る建築関係訴訟の割合は 1％強と思われる。

6) 建築関係訴訟の運営に関する主要な参考文献としては，前田順司ほか『専門的な知見を必要とする民事訴訟の運営』

司法研究報告書第 52輯第 1号（法曹会，2000），齋藤隆編著『建築関係訴訟の実務（改訂版）』（新日本法規，2005），東

京地方裁判所建築訴訟対策委員会編著『建築訴訟の審理』（判例タイムズ社，2006）がある。

7) 仙台弁護士会編『欠陥住宅紛争解決の実務』（仙台弁護士協同組合，2002）5，9頁は，弁護士が注文者側の

代理人として損害賠償請求訴訟の訴状を作成する場合には，その前に建築士の私的鑑定書を取得することが必要不

可欠であるとしている。
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では，個々の追加変更工事の箇所を特定し，

追加変更工事についてどのような合意があっ

たのか等について証拠に基づいて整理をする

必要がある。

(3) 証拠の不足

建築業界では，あらかじめ合意しておくべ

き事項をすべて網羅するような契約書面を

作成する慣行がいまだ必ずしも定着しておら

ず，注文された工事の内容や追加変更契約の

有無等をめぐって争いになる事案も多い。こ

のように契約書面が不十分な事案では，立証

を人証に頼らざるを得なくなり，契約内容の

確定をするための争点整理や証拠調べに時間

を要することになる。

(4) 鑑定の長期化

建築関係訴訟では，事件によっては裁判所

が瑕疵等に関する争点に対する判断をするに

当たり鑑定をすることが不可欠な場合もある

が，鑑定人の選任と鑑定書の提出に時間を要

することもまれではない。筆者が仙台地裁に

赴任した際に担当することになった単独事件

で最も係属期間の長かったものは，老人保健

施設の請負残代金請求の事案であり，引き継

いだ時点で訴訟係属後既に約 4年 4か月を経

過していたが，この事件では，約 100か所の

瑕疵をめぐって鑑定が行われており，鑑定人

の選任に 10か月，鑑定書の作成に実に 2 年

の期間を要した（鑑定書の提出から約 6か月

後に和解で終了したが，合計の審理期間は

約 5 年 5 か月を要した。）。この事件では，

特殊な建造物について多数の瑕疵が主張され

ている特に難しい事案であったにもかかわら

ず，鑑定人が裁判所の鑑定を初めて経験する

専門家であったことなどの事情が鑑定の長期

化の原因となっており，これを一般化するこ

とは相当でないが，通常の事件でも鑑定には

時間を要すると言われている 8)。

(5) 感情的対立

建築請負契約は代金額が高額であり，特に

注文主が個人である場合には，建物は一生に

一度の大きな買い物であるばかりでなく，生

活の拠点でもあることから，深刻な感情的対

立を招きがちである。その結果，早期の和解

による解決が困難な事件が多く，また，細か

な不具合が数多く指摘されることになる。

2　長期化させないための方策

(1) はじめに

建築関係訴訟の長期化の要因は以上のとお

りであるが，これらの要因を踏まえると，そ

の対策としては，第 1に計画的な審理を心が

けることが考えられる。建築関係訴訟は，弁

護士や裁判官に専門的知見が不足している

ことや瑕疵等の争点が多数に及ぶことなどか

ら，弁護士や裁判官にとって取り組みにくい

事件類型であり，どうしても着手するのが後

回しになりがちである。その結果，次回期日

までに準備を予定した事項が終わらなかった

り，提訴から相当の期間が経過した後になっ

て新たな瑕疵の主張がされたりするなどの望

ましくない訴訟追行が見られる。このような

事態に対応するためには，争点がある程度明

らかになりつつある審理の比較的初期の段階

で，当事者と裁判所とが終局までを見通した

審理の計画を策定し，お互いの準備の目安と

終局時期の目標を明らかにすることが有効で

ある。このような計画的な審理を行うことに

より，当事者本人にとっては，審理がいつ

になったら終わるか分からないことからくる

不満や疲労感を避けることができるというメ

リットもある。

第 2の対策として，多数の争点を整理する

8) 最高裁判所事務総局・前掲注 1)67頁によると，平成 18 年に終局した建築関係訴訟において鑑定を実施した

事件の鑑定採用日から鑑定書提出日までの平均期間（平均鑑定期間）は，6.3月である。なお，従前は，鑑定人の選

任を容易に行うことができるようにするための方策が十分ではなかったが，平成 13年に最高裁判所に建築関係訴訟

委員会が設置され，社団法人日本建築学会の司法支援建築会議等の協力を得て，鑑定人候補者の推薦手続が整備さ

れたことにより，現在では，同委員会の推薦依頼から推薦がされるまでおおむね 1か月程度しか要しない状況に改

善されている（最高裁判所建築関係訴訟委員会「建築関係訴訟委員会答申」判タ 1180号 45頁，47頁）。
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ために，瑕疵に関する争点とそれ以外の争点

とを分け，瑕疵に関する争点については番号

を付して当事者双方の主張が一目で対比でき

るような瑕疵一覧表を作成することが有益で

あると考えられる。

第 3の対策として，審理に専門的知見を導

入する方法を再検討する必要があると思われ

る。特に，裁判官の専門的知見の不足を補う

ためには中立の専門家の意見を聴取すること

が不可欠であるが，そのために民事訴訟法が

用意している鑑定には時に長大な時間を要す

るという大きな欠点があった（そのほかにも，

当事者にとっては，100万円以上となること

も多い鑑定費用を負担しなければならないと

いう問題もある。）。判決をするために最後の

手段として鑑定を行う必要のある事件が残る

ことはやむを得ないことであるが，鑑定に至

る前の段階においてより簡易・迅速・安価に

専門家の意見を聴取する方法として，一級建

築士等の専門家を調停委員とする民事調停手

続（民事調停法 20条 1 項による受訴裁判所

の調停）を活用することが有効であると考え

られる。

そこで，筆者の担当係では，建築関係訴訟

を長期化させないための方策として，①審理

の計画化，②瑕疵一覧表による争点整理手続

の合理化，③専門家調停委員による審理の専

門化の三つに取り組むこととした。

(2) 審理の計画化

計画審理については，平成 10年施行の民

事訴訟規則 165条で大規模訴訟に関する特

則として定められていたが，民事訴訟法の

平成 15年改正において民事訴訟一般につい

て規定されることとなった（民訴法 147条
の 2，147条の 3）。計画審理の推進によって，

争点が多岐にわたる複雑な訴訟や審理・判断

に専門的な知見を要する訴訟等の審理の充

実・迅速化を図ることが期待されている。改

正法では，審理の計画においては，①争点及

び証拠の整理を行う期間，②証人及び当事者

本人の尋問を行う期間，③口頭弁論の終結及

び判決の言渡しの予定時期を定めなければな

らないとされており（同法 147条の 3第 2項），

建築関係訴訟は，計画審理を行うべき事件類

型の一つとされている 9)。

筆者の仙台地裁在任期間は平成 15年改正

前の時期であったが，基本的な発想は平成 15
年改正法と同様のものであった。筆者の担当

係では，まず，単独係に係属する典型的な建

築関係訴訟として，主張される瑕疵の個数

が 10か所程度のそれほど複雑でない戸建て

住宅の事件を念頭に置き，これを訴え提起か

ら 1年半以内に終局に至らせることを目標と

し，訴え提起から判決に至るまでの標準的な

審理モデルを策定して，これを当事者に配付

した。この標準審理モデルでは，訴え提起か

ら第 1回口頭弁論期日を経て被告が具体的な

認否反論を提出するまでに 4か月，争点整理

をする期間として 5か月，人証調べをする期

間として 2か月，鑑定をする期間として 3か

月，和解をする期間として 2か月，判決書の

準備期間として 2か月を予定している。そし

て，被告から訴状に対する具体的な認否反論

が出され，予想される争点（例えば，瑕疵が

問題になるのか，その個数はどの程度か，瑕

疵以外に争点はあるのか等）をおおざっぱに

把握できる段階（通常は 2回目の期日）にお

いて，当事者と裁判所との間で標準審理モデ

ルから逸脱する要素について協議をするよう

にした。建築関係訴訟といってもその内容は

千差万別であるから，審理の早い段階から終

局時期を合意するような厳格な計画審理を目

指しても早々に破綻を来すのは目に見えてお

り，むしろ個々の事件の特徴に応じて臨機応

変に中期的な計画を立てることを心がけた。

なお，標準審理モデルは判決に至ることを

念頭に置くものであったが，実際の事件では，

後記のとおり，専門家調停委員による民事調

停の成立率が極めて高かったこともあって，

原則として争点整理期間の終了後（標準審理

モデルでは受理から 9か月経過後）に調停手

続に移行する運用をしていた。

9) 小野瀬厚＝武智克典編著『一問一答平成 15 年改正民事訴訟法』（商事法務，2004）19頁。
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(3) 瑕疵一覧表による 
争点整理手続の合理化

標準審理モデルでは，被告が具体的な認否

反論を提出した後，争点整理のために 5か月

間に 4回程度の弁論準備手続期日を実施する

こととし，その間に瑕疵に関する当事者の

主張と証拠の整理を行うことを予定してい

た。この争点整理手続を合理的に行うため，

当事者には準備書面に詳細な主張を記載して

もらいこれを裏付ける書証を提出してもらう

ほか，別紙 2 のような Excel で作成した瑕疵

一覧表の書式を注文者側の代理人に交付し，

代理人がこの表に主張を簡潔にまとめたもの

を記入し，請負人側の代理人に交付し，請負

人側の代理人が反論を簡潔にまとめたものを

記入して裁判所に提出してもらうこととした

（別紙 2は，別紙 1「建築調停事件一覧表」の 6
番の事件で作成されたものの抜粋である。）。

(4) 専門家調停委員による審理の専門化

民事調停には，当事者が調停を申し立てる

場合のほかに，受訴裁判所が当事者により提

起された訴訟の進行過程で事件を調停に付す

場合（民事調停法 20条 1 項）があり，後者

を付調停と呼ぶことがある。民事調停手続は，

調停主任裁判官 1 名と民事調停委員 2 名以

上から成る調停委員会が主宰するが（同法 5
条，6 条），民事調停委員の中には「紛争の

解決に有用な専門的知識経験を有する者」（民

事調停委員及び家事調停委員規則 1 条。これ

を「専門家調停委員」という。）も任命され

ており，建築関係訴訟の審理に有用な専門的

知見を有する専門家として大学の建築学科・

土木学科の教授や一級建築士等も含まれてい

る。そこで，建築関係訴訟を調停に付し，こ

れらの専門家調停委員を担当として指定する

（同法 7 条 2 項）ことにより，簡易・迅速に

専門的知見を審理に反映させ，当事者間の合

意による紛争解決を目指す運用が従来から行

われていた。調停委員に対しては手当等が支

給されるが（同法 9 条），これらは国庫負担

とされているので，当事者にとっては安価に

中立的な専門的知見に基づく判断を得ること

ができるというメリットもある。仮に調停が

不成立に終わった場合には，訴訟手続を続行

することになるが，その場合にも専門家調停

委員が述べた意見を踏まえて争点を整理する

ことができ，例えば，鑑定を行うにしても鑑

定事項を的確なものにすることによって鑑定

人の負担を減らし，鑑定手続の円滑な進行に

資することになる。

筆者の担当係では，専門家調停委員による

民事調停手続のメリットを存分に活用してい

たのであるが，その具体的方法については項

目を改めて述べることとする。

III. 民事調停手続の活用の方法

1　手続の流れ

筆者の担当係では，建築関係訴訟を民事調

停手続に付すのは，原則として，争点整理が

おおむね終了した段階としていた。当事者の

主張と書証が出され，瑕疵一覧表の作成が終

了すると，争点整理が終了することとなるが

（標準審理モデルでは訴えの提起から 9 か月

程度でこの状態に至ることになる。），争点整

理の終了の目途が立ったころに，裁判所から

当事者に対し，付調停についての意見を聴く。

当事者（弁護士）の中には，後記のとおり，

付調停に対して消極的な意見を述べる者もい

るが，そのような場合には，調停手続の進行

の方針を具体的に説明して当事者の懸念を払

拭するように努めた。

当事者から付調停について賛成する旨の意

見が出されると，調停委員の指定を行う。民

事調停委員は，最高裁判所によって任命され，

最高裁判所の定める裁判所（官署としての裁

判所）に所属する（民事調停委員及び家事調

停委員規則 1 条，4 条）。民事調停事件の手

続を主宰するのは調停委員会であるが，その

構成員となる民事調停委員は個々の事件ごと

に官署としての裁判所（仙台地裁）に所属す

る民事調停委員の中から指定することになる

（民事調停法 7条 2項）。筆者の担当係では，

原則として，建築・土木を専門とする専門家

調停委員の中から当該事件にふさわしいと考
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えられる調停委員 2名を指定していた。

調停委員の指定と並行して，当事者から，

それぞれ裁判所に提出済みの主張書面及び書

証のうち調停委員に交付すべきと考えられる

ものの写しを提出してもらい，当該事件の担

当に指定した調停委員に対し，瑕疵一覧表と

ともにこれを交付して第 1回調停期日までに

検討するよう依頼する。

第 1回調停期日では，調停委員から当事者

に対し，事件全般について質問を発し，追加

して提出すべき書証がある場合にはこれを指

摘する。多くの事件では，現地の見分を行う

ことが有益であるが，現地の見分を行う事件

においては，第 2回調停期日にこれを行うこ

ととし，第 1回調停期日では，当事者に対し，

そのための準備事項を指示することとなる。

第 2 回調停期日に現地の見分を実施した

後，第 3回調停期日において，調停委員から

当事者に対し，現地見分の結果やそれに基づ

く調停委員の意見を説明し，その後，第 4回
調停期日にかけて，当事者から反論や意見を

聴取する。そして，機が熟したところで調停

案を提示し，調停成立を目指すことになる。

2　運営上の工夫点

(1) はじめに

民事調停手続には，①訴訟手続に比べて，

簡易・迅速・安価な紛争解決が可能であるこ

と，②判決による解決は訴訟物に限られるの

に対し，調停では判決による解決の限界を超

えた解決が可能であること（例えば，専門家

調停委員の監督の下に請負人が瑕疵を自ら修

補するなどの柔軟な解決を図ることもでき，

別紙 1「建築調停事件一覧表」の 3 番の事件

はその例である。）などのメリットがある。

他方で，建築関係訴訟を民事調停手続に付

すことについては，当事者の側から，例えば，

調停に付すると調停成立の見通しのないまま

期日が重ねられ審理に時間を要するのではな

いかとか，進行が調停委員任せになり調停が

不成立に終わった場合に裁判官に対して同じ

ことを説明しなければならなくなるのではな

いかとか，裁判官が調停委員から聴取した専

門的知見により心証を固めてしまい当事者の

反証の機会が確保されにくくなるのではない

か，などといった懸念が示されることがある。

民事調停手続を活用するためには，手続に対

する当事者の理解と協力を得ることが不可欠

であり，これらの懸念を払拭するような訴訟

運営を心がける必要がある。

また，調停委員会の意見に対して当事者を

納得させるには，質の高い専門家調停委員を

指定することが必要であるし，多数の建築関

係訴訟を民事調停手続に付するとなると，そ

れに相応する人数の専門家調停委員を確保す

るとともに，調停委員に過度の負担をかける

ことのないような方策が求められる。

(2) 調停手続の計画的運営

まず，調停に付すると審理に時間を要する

のではないかという懸念に対応するために，

ここでも手続を計画的に運営することを心が

けた。筆者の担当係では，第 1回から第 4回

までの調停期日において行う審理の内容はお

おむね前記のとおりであって，定型的な進行

が図られることになる。その中で，当事者の

側で準備に時間を要すると考えられるのは，

調停委員から示された見解に対して意見を述

べる第 4回調停期日である。他方で，第 1回

から第 3回までの期日はあまり間隔を空ける

必要がなく，むしろ，前の期日で行われた手

続についての記憶が新鮮なうちに審理を進め

る方が望ましい。ところが，1 回の期日の最

後に次回期日を指定する従来の方式では，調

停委員も含む多数の関係者の都合が合うのは

かなり先になってしまうこともまれではな

く，期日を集中的に実施することは困難で

あった。そこで，調停委員を指定した段階に

おいて，はじめの 3回の調停期日をできる限

り一括して指定することによって，短期間に

集中的に手続の進行を図ることができるよう

にした。

また，調停の成否の見極めは，原則として 5
回程度の調停期日を重ねた段階（付調停の決

定をしてからおおむね 6か月以内）で行うこ

ととし，調停成立の見込みのないまま調停手
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続を続けることのないようにした。ただし，

請負人等の側に自ら一定の補修工事を実施さ

せるような調停案を出した場合において，調

停が成立する見通しがあるときは，補修工事

の計画作成と実施のために，更に数回の調停

期日を重ねることが必要となった（例えば，

別紙 1「建築調停事件一覧表」の 3 番の事件

は，1 年 2 か月にわたって調停手続を行って

いるが，これは，調停案として，被告らに擁

壁の補修工事と建物の補強工事を行わせる案

を提示し，そのためにボーリング調査を実施

して工法を決定し，被告間で工事費用の負担

割合を定め，現実に工事を実施して，その完

了を待ったことによるものである。）。

以上の手続の進行計画は，付調停の決定を

する際又は第 1回調停期日に当事者に伝える

こととし，当事者が手続の見通しを持ちやす

くなるようにした。

(3) 裁判官主導の進行と 
当事者が意見を述べる機会の確保

次に，当事者から，手続の進行が調停委員

任せになるとする懸念が示されることがある

のは，前記のとおりである。これは，裁判官

の方針により，大部分の調停期日を裁判官の

立会いなく実施する運用をしている例がある

ことからくる懸念である。この懸念に対して

は，すべての調停期日に裁判官である筆者が

立ち会うこととし，審理の進行（訴訟指揮）

は専ら裁判官が行うようにした。これによっ

て，当事者は，調停が不成立に終わったとし

ても同じことを裁判官に説明する必要はなく

なるし，調停案を受諾するか否かを決断する

際に瑕疵以外の争点に対する判断を踏まえる

必要がある場合には，判決になった場合の裁

判官の心証を直接聞くことができることにな

る。

さらに，裁判官が調停委員から聴取した専

門的知見により心証を固めてしまい当事者の

反証の機会が確保されにくくなるとの懸念に

対しては，調停委員が意見を述べた後で必ず

当事者に反論の機会を設けるようにした。請

負人側の技術者や注文者側が同行した専門家

と調停委員との間で，活発な意見交換がされ

ることもあったが，じっくり時間をかけて討

議をすることにより，最終的に調停委員が述

べた意見について納得を得られることが多

かった。なお，調停が不成立に終わった場合

には，調停案に応じなかった当事者は調停委

員が述べた専門的知見に納得していないこと

が多く，当事者に対しては改めて私的鑑定書

（書証）を提出したり鑑定を申請したりする

機会を設けているから，付調停によって反証

の機会が確保されにくくなるという懸念は当

たらないといえよう。

(4) 多様かつ高度な専門分野に 
対応できる調停委員の確保

筆者が仙台地裁に赴任した平成 12年 4 月

当時，建築関係の専門家調停委員は 6名いた

が，筆者の他にも付調停の活用をしている裁

判官が複数おり，これとは別に当事者の申

立てにより簡易裁判所に提起される建築調停

事件もあったことから，調停委員によっては

一人で 4～ 5件を担当しているという状態に

なった。当時の建築関係の専門家調停委員の

ほとんどは，一級建築士として設計事務所を

経営しておられ，調停委員としての職務は，

本業の収入と比較すると極めて低廉な手当の

支給はされるものの，いわばボランティアと

して受けていただくものであることから，そ

の負担軽減を図る必要があり，専門家調停委

員の増員が急務となった。また，多様かつ

高度な専門的知見を要する事案にも対応でき

るようにするという観点からは，特定の専門

分野について深い知見を持つ大学の工学部の

教授や施工業務に詳しい建設会社の技術者と

いった幅広い人材の確保も要請された。

そこで，最高裁判所事務総局民事局を通じ

て社団法人日本建築学会に調停委員の推薦依

頼をしたところ，東北大学工学部等の大学教

授や建設会社の技術者等が推薦され，平成 13
年 4月に新たに 6名の専門家を調停委員に任

命することができた。その後，設計事務所を

経営する一級建築士等を新たに任命するなど

して，平成 14年 10月の時点では，仙台地裁

所属の建築・土木関係の専門家調停委員は合

計 18名となった。その内訳は，大学教授（構
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造，材料，土木，都市計画等）5 名，設計事

務所経営者（一級建築士）8 名，建設会社の

技術者（一級建築士）2 名，施工業者 2 名，

県職員（環境）1 名であった。このような増

員によって，事件の具体的な争点に応じて専

門分野に配慮した調停委員の指定をすること

が可能となった。

後記のとおり，筆者の担当係で調停成立率

が高かったのも，ひとえに専門家調停委員に

対する当事者の信頼の高さに由来するものと

考えられる。

(5) 調停委員の負担軽減策

専門家調停委員の増員とともに，個々の事

件処理の中でも調停委員の負担軽減のための

方策を検討した。

まず，建築関係訴訟の裁判記録は時に大部

なものとなり，裁判官や弁護士にとってもこ

れを読み込むのは負担の重い作業となるが，

裁判記録になじみの薄い専門家調停委員に

とってはその負担感は相当なものと考えられ

る。しかも，従来は，調停委員が他の担当事

件の関係で裁判所に来庁した際に裁判記録を

閲読していただくことが多かったようである

が，この方法では，調停委員に記録閲読のた

めに平日の日中にまとまった時間をとってい

ただかなければならなくなり，ともすると準

備不足のまま期日を迎えることにもなりかね

ないという問題があった。そこで，筆者の担

当係では，付調停の前に争点整理手続を先行

させ，その中で瑕疵一覧表を作成することに

よって，専門家調停委員の意見を求めること

になる瑕疵に関する当事者の主張を分かりや

すく整理し，この瑕疵一覧表を専門家調停委

員に交付していた。それとともに，各当事者

から，それぞれ裁判所に提出済みの主張書面

及び書証のうち調停委員に交付すべきと考え

られるもの（専門家調停委員の意見を求める

事項と無関係な主張書面や書証は除く。）の

写しを提出してもらい，調停委員に対してこ

れを交付して第 1回調停期日までに検討する

よう依頼することとした。

次に，付調停の運用として，争点整理にお

いても専門家調停委員の専門的知見を活用す

る方法もあり得るところであり，当事者の専

門的知見が極めて不十分な事案ではこのよ

うな方法による争点整理が有益であると言わ

れている。しかし，当事者主義の訴訟構造

を採る我が国の民事訴訟において，争点整理

は第 1次的には当事者の責任であると考える

べきであるから，筆者の担当係では，争点整

理を目的とする付調停は行っておらず，調停

に付すのは原則として瑕疵一覧表が完成した

後としていた。このような運用により，調停

委員は専門的な意見を形成し，これを当事者

に伝えるのに必要最小限の期日に立ち会えば

足りることとなる。また，先に述べた調停手

続の計画的運営によって期日の数を原則とし

て 5回程度以内にとどめることとし，調停成

立の見通しもないまま無駄な期日を重ねるこ

とのないよう配慮した。

さらに，調停手続の進行過程では，当事者

間又は裁判所と当事者との間で厳しいやりと

りが展開されることもあるが，前記のとおり，

調停手続における訴訟指揮は専ら裁判官であ

る筆者が担当することによって，調停委員は

専門的知見に基づく意見を述べることに専念

することができるようにし，調停委員の負担

軽減を図った。

IV. 訴訟運営改善の成果

1　審理期間と調停の成立率

以上に述べてきた訴訟運営改善の成果を見

るには，筆者が仙台地裁に赴任した平成 12
年 4月以降に新たに提起された建築関係訴訟

の動向を検討する必要がある。そこで，平

成 12年 4 月以降に新たに提起され筆者の単

独事件として担当することになった建築関係

訴訟のうち，既済となった事件（ただし，早

期に和解が成立したものを除く。）の概要を

取りまとめると，別紙 1「建築調停事件一覧

表」のとおりとなる（これらの事件はいずれ

も調停に付した。）。これによると，該当事件

は 7件あり，すべて調停成立により終了し，

平均審理期間は 17.1月（うち調停手続を実



138

建築関係訴訟の運営について

施していた期間は 4.9月）となっている。こ

のほか，平成 15年 4 月に後任者に引き継い

だ建築関係訴訟が 2 件あり，いずれも調停手

続を続行中であったが，まもなく調停が成立

する見通しとなっており，これを考慮に入れ

ても，おおむね 1年半以内に終局に至らせる

ことができていたといえる。例外的に，同表

の 3番の事件は終局までに 2年 4か月を要し

たが，この事件は，ジョイントベンチャーに

よる大規模な宅地造成工事において建物の敷

地に地盤沈下が生じているかどうかが問題と

なっていた難件であり，当事者の要望により

補修工事を被告会社が自ら行うこととし，そ

の目処が立つまで調停手続を続行していたた

めに期間を要したものであり，事件の難易度

や当事者の満足度を踏まえると特に問題とす

るには及ばないものと考えられる。

なお，平成 12年 4 月に前任者から引き継

いだ建築関係訴訟のうち 4 件（うち 2件は平

成 12年 4 月の時点で係属期間が 2 年を超え

ていた。）を調停に付したが，うち 3 件が調

停成立により終了し，1 件は不成立となって

判決により終了した。

上記のとおり，筆者の担当係で終局に至っ

た建築関係訴訟の審理期間は，最近の全国平

均と比べても短いものとなっており，訴訟運

営の改善が審理の迅速化に寄与したものと思

われる。このような成果は，計画審理や争点

整理手続の合理化もさることながら，特に，

前任者からの引継事件を考慮に入れても 9割
以上という高い調停成立率に支えられたもの

であり，専門家調停委員による民事調停手続

の活用の有用性が改めて注目される。

2　当事者からの評価

以上のとおり，建築関係訴訟の迅速化の面

では一定の成果があったということができ，

このような迅速化は民事調停手続を活用した

審理によって実現したものであるが，調停手

続の中では判決の場合に判決文に記載される

ことになる細かな事実認定を捨象することも

多いため，このように調停を活用する手法が

当事者からどのように評価されているかは興

味深いところである。そこで，筆者の担当係

では，調停に付した建築関係訴訟が終了する

と，当事者に対し，別紙 3のようなアンケー

トをお願いし，無記名による回答を求めた。

その結果の概要は，別紙 4「建築事件アンケー

ト結果」のとおりである（回答総数 18）。
これによると，調停の結論に対する満足度

は，「満足」と「おおむね満足」を合わせると 8
割近くに達している。また，審理期間に対す

る満足度は「満足」と「おおむね満足」を合

わせると 9割以上であり，審理の進め方に対

する満足度は「満足」と「おおむね満足」を

合わせると 100％に達した。さらに，事件を

調停に付したことについては，すべての回答

が「よかった」としており，よかった点とし

て，判決手続よりも迅速に解決できたことや

専門的知見を踏まえた解決ができたことを挙

げる回答が多かった。

以上の結果を踏まえると，建築関係訴訟に

おいて民事調停手続を活用する手法は当事者

から高い評価を得られたものと考えられる。

V. おわりに

本稿では，筆者の担当係における建築関係

訴訟の運営改善の具体的内容とその成果を紹

介した。もとよりこの運営改善は，筆者が担

当したわずかな件数の事件において試みたも

のにすぎず，また，仙台地裁という中規模庁

（民事部は 4 か部）を前提としたものであっ

て，東京のような大規模庁や民事部が 1 ～ 2
か部しかないような小規模庁には直ちに応用

できるわけではないと思われる（大規模庁で

は，仙台にはないような巨大事件も係属して

おり，これに対応するのは容易ではないであ

ろうし，また，小規模庁では，専門家調停委

員の確保や弁護士の専門性などの点において

困難な面があろう。）。

しかしながら，建築関係訴訟に限らず，裁

判官は，個々の事件を担当する中で，活用で

きるツールを駆使し様々なアイディアを出し

ながら，よりよい司法サービスを提供すべく
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訴訟運営を行っているのであり，裁判官の創

意工夫により個々の裁判の進行は変わり得る

ものである。そのような一例として，筆者の

拙い訴訟運営について紹介することも無意味

ではないと考え，これを発表することとした

次第である。社会の司法に対する期待が高ま

る中で，今後は今まで以上に複雑かつ多様な

紛争が裁判所に持ち込まれることが予想され

るが，様々な事件類型の特性に応じた訴訟運

営を工夫していくことが期待される。

（おかざき・かつひこ）
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別紙 1：建築調停事件一覧表
事
件
番
号

事
件
の
種
類

請
求
額

当
事
者
の
数
等

事
案
の
概
要

人
証

調
べ

調
停

委
員

調
停

条
項
の

概
要

審
理

期
間

1
1
2
w
1
2
2
5

請
負
代
金

9
3
,3
5
0
,0
0
0
原
告
1
社
（
建

設
会
社
）
・
被

告
1
名

4
階
建
共
同
住
宅
の
請
負
残
代
金
の
請

求
に
対
し

て
，
基
礎
杭
の
長
さ
の
設
計
図
違

反
等
の

1
0
項
目

の
瑕
疵
に
よ
る
6
2
6
1
万
円
の
損
害
賠
償

請
求
権
に

よ
る
相
殺
の
抗
弁
が
主
張
さ
れ
た
。

な
し

大
学

教
授
（
耐

震
構

造
等
）
1

名
・
大
手

建
設

会
社

の
現
場

担
当
1
名

(1
)被

告
は
，
瑕
疵
修

補
費

用
約

4
0
0
万
円
を
控

除
し
た

残
代

金
を
支
払

う
，
(2
)2
0

年
間

の
瑕
疵

担
保
特

約

1
年
1
1
月

（
う
ち
調
停

4
月
）

2
1
2
w
1
2
5
0
損
害
賠
償
等

主
位
的

3
3
,0
0
0
,0
0
0

予
備
的

1
0
,6
5
7
,5
0
0

原
告
1
名
・
被

告
2
名
（
売
主
1

名
，
仲
介
業

者
1
社
）

被
告
1
の
仲
介
に
よ
り
被
告
2
か
ら
土
地
建

物
を
購

入
し
た
原
告
が
，
土
地
の
擁
壁
に
倒
壊
の

危
険
が

あ
る
と
し
て
，
主
位
的
に
瑕
疵
担
保
責
任

に
よ
る
売

買
契
約
解
除
に
基
づ
く
代
金
の
返
還

，
予

備
的
に

不
法
行
為
に
基
づ
く
修
繕
費
用
相
当

の
損
害

賠
償

を
求
め
た
の
に
対
し
，
被
告
ら
は
倒

壊
の
危

険
性
を

否
認
し
た
。

な
し

大
学

教
授
（
土

木
工

学
）
1
名

・
設
計

事
務
所

経
営
の

一
級
建

築
士
1
名

被
告

ら
は
，
擁
壁

の
作
り
直

し
の

工
事
費

用
6
0
0
万
円

を
支
払

う
（
被
告
1
が
4
5
0
万

円
，
被
告

2
が

1
5
0
万
円
を

負
担

）

1
年
（
う
ち

調
停

3
月

）

3
1
2
w
1
4
3
4

1
3
w
4
8
3

損
害
賠
償
等

6
7
,9
6
8
,3
2
7

原
告
2
名
（
共

有
者
）
・
被
告
8

社
（
土
地
建
物

の
売
主
等
2

社
，
地
盤
の

造
成
工
事
の

設
計
者
1
社
，

地
盤
の
造
成

工
事
の
施
工

業
者
5
社
）

被
告
3
が
設
計
し
，
被
告
4
～
8
が
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン

チ
ャ
ー
に
よ
り
施
工
し
た
大
規
模
な
造
成

工
事
に
よ

り
形
成
さ
れ
た
造
成
地
の
一
画
で
あ
る
本
件
土

地
（
斜
面
に
盛
土
を
し
て
造
成
）
の
所
有
者

で
あ
る
被

告
1
と
の
間
で
，
本
件
土
地
の
売
買
契

約
及
び
土
地

上
の
本
件
建
物
の
請
負
契
約
を
締
結

し
て
本
件

土
地
建
物
を
取
得
し
た
原
告
ら
が
，
本
件
土

地
の
盛

土
を
支
え
る
高
さ
7
m
の
L
字
型
コ
ン
ク
リ
ー
ト
擁

壁
が

地
滑
り
し
て
お
り
盛
土
部
分
が
地
盤

沈
下
し
て
い
る

と
主
張
し
て
，
不
法
行
為
等
に
基

づ
く
損

害
賠
償
を

請
求
す
る
。
主
要
な
争
点
は
，
地
滑
り
や

地
盤
沈
下

が
あ
る
か
，
擁
壁
の
構
造
に
瑕
疵
が
あ
る
か
，
瑕
疵

が
あ
る
と
し
て
責
任
の
主
体
は
ど
こ
か
，
被
告
1
に

地
盤
の
調
査
義
務
は
あ
る
か
，
な
ど
。

な
し

大
学

教
授
（
土

木
工

学
）
1
名

・
設
計

事
務
所

経
営
の

一
級
建

築
士
1
名

(1
)調

停
手
続
係

属
中
に
被

告
4
が
行

っ
た
ボ
ー
リ
ン
グ

調
査

に
基
づ
き
調

停
委
員

の
意

見
を
踏
ま
え
て
擁

壁
補
修

工
事
を
実

施
し
，
そ
の

費
用

（
1
4
6
3
万
円

）
を
被

告
3
～
8
が
負
担

，
(2
)被

告
1
が

建
物

補
強
工

事
を
実
施

し
，

そ
の
費

用
1
1
1
3
万
円
の

う
ち
8
6
3
万
円
を
被

告
1
が
負

担
（
う
ち
2
5
0
万
円
を
原
告

負
担

）
，
(3
)こ

れ
ら
の
補
修

工
事

に
つ
い
て
1
0
年

間
の

瑕
疵

担
保
特

約

2
年
4
月
（
う

ち
調
停
1
年

2
月
）

4
1
3
w
2
7
8

請
負
代
金

1
,3
1
0
,7
5
0

原
告
1
社
（
建

設
会
社
）
・
被

告
1
名
（
注
文

主
＝
一
級
建

築
士
の
有
資

格
者
）

被
告
の
自
宅
の
新
築
工
事
の
請
負

契
約
に
基

づ
く

残
代
金
請
求
に
対
し
て
，
被
告
が
1
6
4
か

所
の
瑕

疵
の
修
補
費
用
が
4
0
0
万
円
以
上
か
か
る
と
し
て
相

殺
の
抗
弁
を
主
張
す
る
。

な
し

設
計

事
務
所

経
営
の

一
級
建

築
士
2
名

(1
)原

告
は
，
被
告
に
対
し
，

瑕
疵

修
補
費

用
2
0
0
万
円

か
ら
残
代
金

を
控
除

し
た

7
0
万

円
を
支
払

う
，
(2
)原

告
は

共
聴
ア
ン
テ
ナ
の
維

持
管

理
を
行
う
。

1
年
3
月
（
う

ち
調
停
2

月
）



141

 Vol.4  2009.9  東京大学法科大学院ローレビュー  

5
1
3
w
7
6
1

監
理
料
返
還

被
告
1
に
対

し
て

5
,0
1
6
,0
0
0

被
告
2
に
対

し
て

2
,2
4
3
,8
0
0

原
告
1
社
・
被

告
2
社
（
い
ず

れ
も
監
理
会

社
）

原
告
が
施
工
業
者
と
の
間
で
締
結
し
た
寺

院
の
建

築
請
負
契
約
に
基
づ
く
工
事
に
つ
い
て
，
被
告
ら
と

の
間
で
工
事
監
理
業
務
契
約
を
締
結
し
た
が
，
工

事
が
中
断
し
1
年
半
後
に
再
開
し
た
後
に
被

告
ら
が

監
理
業
務
を
再
開
し
な
か
っ
た
と
し
て
，
既
払
の

監
理
料
か
ら
出
来
高
分
を
控
除
し
た
各
残

金
の
返

還
を
求
め
た
の
に
対
し
，
被
告
ら
が
，
工
事

の
中
断
原

因
は
原
告
に
あ
り
，
被
告
ら
は
中
断
中
も
工
事
再
開

に
向
け
て
業
務
を
継
続
し
て
い
た
と
争
っ
た
。

な
し

設
計

事
務
所
経

営
の

一
級
建
築

士
2
名

出
来

高
を
評
価

し
，
既
払
の

監
理

料
か
ら
出
来
高

分
を

控
除

し
て
，
被

告
1
が
5
0
万

円
，
被
告

2
が
7
0
万
円
を
支

払
う
。

1
年
（
う
ち

調
停

3
月

）

6

(1
)

1
3
w
7
8
1
，

(2
)

1
4
w
2
3
6

(1
)請

負
代

金
(2
)損

害
賠

償

(1
)請

負
代

金 1
0
,9
2
7
,9
2
6

(2
)損

害
賠

償 3
3
,8
9
9
,8
1
2

(1
)原

告
1
社

（
建
設
会

社
）
，
被
告
1

名
，

(2
)原

告
1
名
，

被
告
2
社
（
建

築
会
社
と
設

計
監
理
者
）

(1
)事

件
は
，
原
告
が
被
告
の
自
宅

の
新
築

工
事
の

請
負
契
約
に
基
づ
き
請
負
残
代
金
を
請
求

し
た
の

に
対
し
，
被
告
が
本
件
建
物
に
は
基
礎
部
分

を
含

む
3
8
か
所
の
瑕
疵
等
が
あ
る
と
し
て
支

払
を
拒
む
も

の
。
(2
)事

件
は
，
(1
)事

件
の
被
告
が
(1
)事

件
の
原

告
及
び
本
件
建
物
の
設
計
監
理
者
を
相
手

方
と
し

て
，
本
件
建
物
の
工
事
の
遅
延
及
び
瑕

疵
等
を
理

由
と
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
も
の

。

な
し

設
計

事
務
所
経

営
の

一
級
建
築

士
2
名

い
ず
れ
の
請

求
も
放

棄
し
，

債
権

債
務
が
な
い
こ
と
を
確

認
。

1
年
6
月
（
う

ち
調
停
5

月
）

7
1
4
w
1
2

請
負
代
金

9
6
,7
5
8
,5
0
0

原
告
1
社
（
建

設
会
社
）
，
被

告
2
社
（
注
文

者
と
保
証
人
）

ラ
ブ
ホ
テ
ル
の
新
築
工
事
の
請
負
契
約
（
代
金

2
億

3
1
0
0
万
円
）
に
基
づ
き
請
負
残
代
金

5
5
0
0
万
円

及
び
追
加
変
更
工
事
代
金
4
1
7
5
万
8
5
0
0
円

を
請
求
し

た
の
に
対
し
，
被
告
ら
は
，
追
加
変
更

工
事
の
成

立
を
否
認
し
，
1
7
項
目
の
工
事
の
未
完
成
・
瑕
疵
を
主

張
し
て
支
払
を
拒
絶
す
る
。

あ
り
（
証

人
3
名
，

代
表

者
1

名
）

設
計

事
務
所
経

営
の

一
級
建
築

士
1
名
，
大
手

建
設

会
社
の
現

場
担

当
1
名

残
代

金
5
5
0
0
万

円
の
ほ

か
追
加

変
更
工
事

分
と
し
て

1
4
7
9
万
円
の
代

金
が
発

生
す
る
が

，
瑕

疵
修
補

に
4
0
4

万
円

を
要
す
る
こ
と
，
遅

延
損
害

金
が
発
生

し
て
い
る
こ

と
な
ど
を
考

慮
し
て
，
被
告

ら
が

6
7
0
0
万

円
を
支
払

う
。

1
年
（
う
ち

調
停

3
月

）
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別紙 2：瑕疵一覧表の一例
注
文

者
側

請
負

人
側

注
文
者

側
請
負
人

側
№

項
目

主
張

根
拠

証
拠

認
否

主
張

証
拠

補
修
方

法
等

損
害
額

証
拠

認
否

反
論

金
額

証
拠

1
基
礎

底
盤

の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
か
ぶ

り
厚

さ
不

足

本
件

建
物
を
西
側
1
か
所
，
東
側

1
か
所

で
掘
削

し
，
基
礎

底
盤
の

厚
さ
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
，
西
側
で
1
3

～
1
4
c
m
，
東

側
で
1
1
c
m
し
か
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
本

件
建
物

の
基

礎
底
盤

の
厚
さ
は
，
設
計

図
書
，
公
庫

仕
様
書

に
違
反

し
，
基

礎
の

鉄
筋
の

か
ぶ
り
厚
さ
が
十
分

に
と
ら
れ
て
お
ら
ず
，
基

礎
の
耐

久
性

に
重
大

な
欠
陥

を
有
す
る
。

建
基

法
施
行

令
7
9
条

，
公

庫
仕

様
書
，

J
A
S
S
5
．

2
．
1
0

乙
1
0

～ 1
2
,1
5

×
基
礎

底
盤
の

厚
さ
に
明

確
な
基

準
は

な
い
上

，
厚

さ
が

正
確
に

1
5
c
m
と
な
る
現
場
は

な
く
，
当

然
多

少
の
相

違
は
出

る
と
こ

ろ
，
本
件
建

物
も
1
3
な
い
し

1
5
c
m
は

全
体

的
に
確
保
さ
れ

て
お
り
，
耐
久
性

に
欠

け
る
も

の
で
は
な
い
。

既
存
建

物
を
基

礎
上
部

よ
り

ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ

に
よ
り
仮
固
定

し
た
状
態
で
，
既

存
基
礎

の
解
体

と
再
施

工
を
行

う
。

他
の
瑕

疵
修
補
費

用
と
合
計

で
2
2
0
5
万

5
0
0
0
円

×
再
施

工
の
必

要
な
し

2
基
礎

底
盤

巾
の

不
足

本
件

建
物
の

基
礎
高

や
基
礎

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
巾
か
ら
す
る
と
，

4
5
c
m
以

上
の

基
礎
巾

が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
点
，
本
件

建
物
の

設
計
図

書
上
に
お
い
て
は

，
基

礎
底

盤
巾

は
4
0
c
m
と
さ
れ

て
い
る
が
，

設
計

自
体
に
お
い
て
必

要
な
底

盤
巾

が
確
保

さ
れ

て
い
な
い
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
が

，
実

際
に
施
工
さ
れ
た
本
件
建

物
の

基
礎

底
盤
巾

は
，
西
側
東

側
共

に
3
4
c
m
し
か

な
い
。

建
基

法
施
行

令
3
8
条

，
「
小

規
模

建
築

物
基
礎

設
計
の

手
引
き
」
，

設
計

図
書

乙
1
0

,1
2

×
「
小

規
模
建

築
物
基

礎
設
計
の

手
引

き
」
か
ら
は

巾
を
4
5
c
m
と

す
る
必
要
性

は
出

て
こ
な
い

し
，
2
階

建
建
物

に
お
け
る
基
礎

底
盤

巾
は
地

耐
力
7
0
K
N
/
㎡

以
上

の
地
盤

で
は
2
4
c
m
（
鉄
筋

不
要

）
，
5
0
K
N
/
㎡

以
上

で
は

3
6
c
m
（
鉄
筋
入

り
）
が

標
準

で
あ
る
が
，
本
件
敷

地
の
推
定

地
耐
力

は
1
0
0
K
N
/
㎡
は
あ
る
の

で
，
十
分

に
基
礎

と
し
て
の
性

能
を
満
た
し
て
い
る
。
ま
た
，
基

礎
は

4
0
c
m
の

型
枠
を
し
て
施

工
し
て
い
る
。

同
上

同
上

×
同
上

3
捨
て
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
未

施
工

本
件

建
物
の

基
礎
下

部
に
は

，
捨
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が

全
く
施
工

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

設
計

図
書
，
施
工

の
通

例

乙
1
0

，
1
5

○
捨
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は

作
業

工
程
を
省
い
た
だ
け
で
欠
陥
と
は

言
わ

な
い
。

同
上

同
上

×
同
上

4
…
…

（
以

下
略
）

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…
…
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別紙 4：建築事件アンケート結果
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